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研究要旨 本研究では、テレワーク等に対応したメンタルヘルス対策について、企業およ

び労働者へのアンケート調査・分析を通して、業種・職種等別にストレス増加・減少傾向

を分析・分類し、ストレス増加群に対して効果が期待できる、好事例集の作成につなげる

ことを目的とした。

労働者および事業者に対する量的な調査およびインタビュー調査より、テレワークへの

適応が困難な労働者を同定した。新入社員、中途入社の労働者は、テレワークの不用意な

導入が、メンタルヘルス増悪要因となること。家庭の事情が、テレワーカーのメンタルヘ

ルスに影響し、独居の労働者は精神的な健康度が悪化する傾向があること。個人属性では、

若年より中高年層でのリスクが高く、テレワーク（働き方）および働き場所の選択ができ

ないことはストレス増につながることが示唆された。

労働者のメンタルヘルスに影響するテレワークの心理社会的ストレス要因としては、労

務管理のむつかしさによる量的負担の増加（長時間労働のリスク）、管理が十分にできない

ことに対する不安が「監視するシステム」（いわゆるマイクロマネジメント）につながり、

労働者のメンタルヘルス不調やハラスメントにつながる可能性が聴取された。孤立は、心

身の不調の重大なリスクファクターであり、その対策としてのコミュニケーションの活性

化は重要であること、高い仕事の要求度（量的な負担）、低いコントロール、低い支援は、

テレワークにおいても有意なストレス要因であることが示された。さらに、不十分な環境

整備が、テレワーク労働者のストレス要因となっており、テレワーク労働者のメンタルヘ

ルスに影響する在宅の作業環境には、テレワークを可能にする機器およびネット環境、人

間工学的事項に加えて、家族との関係等の家庭の事情も含まれることが確認された。その

ほか、メンタルヘルスに影響する要因として、筋骨格系や視覚系への身体的な負担および

アルコール等の依存のリスクが上がる可能性があり、労働者の公平性も課題として挙げら

れた。

以上、確認されたテレワーク導入に伴うメンタルヘルス増悪要因に対し、種々の対策が

行われていることがインタビュー調査から明らかになった。そのうち、個人労働者対策と

して、テレワークの適性の見極めをする仕組みの必要性があること。職場の心理社会的要

因への対策として、自宅に限らず働く場所を選択させること他、人間工学的な要素を含む

作業環境の改善、労務管理のヒント、コミュニケーション活性化に関連する好事例や、ス

トレスチェックの活用等を盛り込んだ提言を作成した。提言では、労働者の自宅を含めて

産業保健がカバーする管理の範囲が拡張される可能性とその留意事項、テレワークに適応
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しやすい要素の検討、健康の社会的決定要因になり得るテレワーク実施率の格差について

の研究の必要性等、誰もが活躍できる社会を目指して検討していくべき課題について言及

した。成功裏にテレワークを導入している事業場のストレス・メンタルヘルス対策に資す

る好事例やテレワーク導入で課題となった事例をまとめた。 
 
研究分担者  
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Ａ．研究目的 

テレワークの導入により、労働時間等の

設定の改善や仕事と生活の調和、障害者や

家庭で介護を必要とする者の労働参画が推

進される等、より多様な働き方改革の推進

に資するものと期待されている（内閣府, 

2017）。 

新型コロナウイルス感染症のパンデミッ

クに伴い、多くの労働者が、十分な準備の

ないまま、ほぼ強制的に働き方の変容を迫

られた。とくにテレワークは、都市部を中

心に急増し、平成 29年に、わが国の企業に

おける導入率が 13.9％であったものが（総

務省, 2018）、令和２年５月に、東京都が都

内企業を対象にしたテレワーク導入状況に

関する調査の結果では、テレワーク実施企

業が１カ月で急増し６割に上っていた（東

京商工会議所, 2020）。 

テレワークにより、仕事の自由度が増加

する、通勤の負担が減少するなどの、好ま

しい面が存在する半面、プロフェッショナ

ル・サポートの低下や依存を含む保健行動

の悪化をもたらされるとの報告がある。仕

事と家庭の境界があいまいとなり、休息時

間の不足や残業時間の増加傾向が観察され

ている（Gajendran and Harrison, 2007; 

Travares, 2017; Zimmerman and Faghri, 

2020）。今般、多くの事業場で、企業も労働

者も準備不足のまま、テレワークを導入す

る事態が発生し課題が表出した（連合, 

2020）。また、導入割合が企業規模および業

種間で異なるなど、規模の小さい企業や一

定の業種、職種には導入が困難であること

もうかがわれている（東京商工会議所, 

2020）。 

新型コロナウイルス感染症への対応に伴

って普及が進んでいるテレワークや在宅勤

務については、その推進を図るとともにメ

ンタルヘルス対策などの環境整備について

検討を行うことが求められている。テレワ

ークは、新型コロナウイルス感染症の影響

が長期化すると推測される中、さらなる実
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施や継続を余儀なくされる可能性があると

ともに、企業によっては、永続的に取り入

れる動きもみられている（高林, 2020）。こ

のような新しい働き方に対して、前もって

メンタルヘルスのリスク要因を同定し、ス

トレス対策を講じておく意義は大きいと考

えられる。 

以上を踏まえ、本研究では、テレワーク

等に対応したメンタルヘルス対策について、

企業および労働者へのアンケート調査およ

びインタビュー調査を通して、業種・職種

等別にストレス増加・減少傾向を分析・分

類し、ストレス増加群に対して効果が期待

できる好事例集の作成につなげる。具体的

には、新型コロナウイルス感染症でテレワ

ークが開始され、ストレスやメンタルヘル

スが悪化した群（業種、職種、その他）を

同定し、成功裏に導入している企業で行わ

れている試みを収集し、これらに対するス

トレス・メンタルヘルス対策の好事例集の

作成と公表を行う。公表は、厚生労働省お

よび（独）労働者健康安全機構のホームペ

ージや働く人のポータル・サイト「こころ

の耳」への掲載をもって行う。 
 
Ｂ．研究方法 

事前調査・文献調査・調査票作成 

事前調査として、産業医、産業保健職の

ネットワークを活用して事業場の課題を聴

取した。また、先行研究（Sasaki et al, JOH 

2020; EOHP 2020）も参考に文献を調査し、

業種、職種別のみならず職場となる家庭の

要因等、リモートでの仕事に影響を与える

要因を探索した。これら事前調査や文献調

査の結果を踏まえ、企業向け郵送調査およ

び労働者向けインターネット調査といった

量的調査のための調査票を作成した。 

 
量的調査 

事業場および労働者を対象としたテレワー

クの実施状況とストレスおよびメンタルヘ

ルスに関連する要因に関する実態調査 

事業場向けおよび労働者向けの横断調査

により、テレワーク等によってストレスや

メンタルヘルスが悪化する群および課題の

同定を試みた。 
１．事業場向け調査 

令和２年 10 月に神奈川産業保健総合支

援センターの協力のもと、同センターが「産

業保健 21」や「神奈川産業保健総合支援セ

ンター通信」等の機関誌を送付している

1,300 社にテレワークの実施状況および労

働者のメンタルヘルス・ストレスとの関連

要因を尋ねる自記式質問票を配付し、回答

を依頼した。 

質問票では、事業場の基本情報、テレワ

ークの実施状況（導入・廃止時期、テレワ

ークの形態、実施している労働者の割合、

実施頻度、ハードウェアの支給状況、労働

者のメンタルヘルスやストレスの変化、実

施上の課題とその解決方法、課題の解決に

支障となったこと、労働者への事前説明、

メンタルヘルス対策の体制整備・実施状況

とその工夫点、テレワークを導入して良か

ったこと）、（「テレワークを実施していな

い」と回答した場合）テレワークを実施し

ていない（できない）理由について尋ねた。 
 
２．労働者向け横断調査 

令和２年 10 月にインターネット調査会

社にモニター登録している 40,000人に「今

現在、仕事をしているかどうか（自営業主
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の家族で、その自営業主の営む事業に無給

で従事している者を除く）」、「勤務している

会社や団体（フリーランス契約を含む）で、

新型コロナウイルス感染症への対応から、

新たにテレワークが導入され、自身もテレ

ワークを行っているかどうか」を尋ね、い

ずれの項目にも「はい」と回答した者を対

象にテレワークの実施状況およびメンタル

ヘルス・ストレスとの関連要因を尋ねる自

記式質問票への回答を依頼した。先着順で

回答を受け付け、4,500 人（性別×各年代

［20 歳代～60 歳代の 5 段階で、60 歳代は

65歳を上限とした］で目標数が均等になる

よう、男女ともに各年代の目標数を 450 人

とした）に達した時点で調査を終了した。 

 質問票では、基本属性、テレワークによ

る仕事の状況（仕事の量的な負担、仕事の

質的な負担、仕事の身体的な負担、仕事の

コントロール、技能の活用度、職場の対人

関係によるストレス、仕事環境［騒音、照

明、温度、換気など］によるストレス、仕

事の適性度、働きがい、上司からの支援、

同僚からの支援、配偶者・家族・友人から

の支援、1 日あたりの労働時間、働きやす

さ、孤立感・孤独と感じること）の変化、

テレワークに特有のストレス、テレワーク

による心身の健康状態（仕事のパフォーマ

ンス、身体面の全般的な健康状態、精神面

の全般的な健康状態、身体活動量、1 日あ

たりの喫煙本数、1 日あたりの飲酒量／ア

ルコール摂取量、体重、仕事に対する満足

感、家庭生活に対する満足感）の変化、テ

レワークの実施継続に対する意識について

尋ねた。テレワークに特有のストレスに関

しては、東京大学 職場のメンタルヘルス

（TOMH）研究会（2020）で作成中の項目プ

ールの使用許可を得て、その一部を抜粋・

編集した。 

 
３．労働者縦断調査 

労働者縦断調査は、新型コロナウイルス

感染症に関わる全国労働者オンライン調査 

(The Employee Cohort Study in the 

COvid-19 pandemic in Japan; E-COCO-J) を

用いて、新型コロナウイルス感染症の流行

以降に在宅勤務を開始した労働者約 300 名

を対象とした既存のコホートを追跡し、在

宅勤務中の労働者の精神健康に影響を与え

る要因について縦断的に検討した。 

テレワーク利用中の労働者の精神健康およ

び仕事のパフォーマンスを予測する職場の

心理社会的要因：４時点縦断調査 

E-COCO-J において 2020 年５月、８月、

11 月および 2021 年２月に収集されたデー

タを用いた。結果変数として心理的ストレ

ス 反 応 （ Kessler’s Psychological 

Distress Scale; K6）、仕事のパフォーマン

ス （ WHO Health and Work Performance 

Questionnaire; HPQ）、新型コロナウイルス

感染症に関する包括的不安、孤独感および

希死念慮について質問し、説明変数として、

職業性ストレス簡易調査票による職場の心

理社会的要因（仕事の量的負担、仕事のコ

ントロール、職場の上司および同僚からの

支援）、テレワーク頻度、および同居人の有

無について質問した。説明変数が結果変数

に与える影響を検討するために、2020 年５

月調査をベースラインとして、５月、８月、

11 月および 2021 年２月調査の４時点を用

いた混合効果モデルによる解析を実施した。 

 
テレワーク利用中の労働者の精神健康および
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仕事のパフォーマンスを予測する職場の心理

社会的要因： テレワークへの主観的適合感

に関する縦断的検討 

E-COCO-J の、2020 年８月調査および 11

月調査で収集されたデータを用い、適格基

準は 11 月調査時点で完全または部分的に

テレワークを行っている者とした。結果変

数には、ワーク・エンゲイジメント（Utrecht 

Work Engagement Scale; UWES）、仕事のパ

フォーマンス（HPQ）、職業性ストレス簡易

調査票による心理的ストレス反応および身

体愁訴を使用した。説明変数には、テレワ

ークへの主観的適合感に関する指標として

「在宅勤務（リモートワーク）制度の使用

を自分で決めることができる（週当たりの

日数や、いつ在宅勤務するか、など）」、「在

宅勤務のほうが職場で仕事をするより作業

環境が良い」、「在宅勤務のほうが職場で仕

事をするよりも仕事のパフォーマンスが良

いと感じる」、「在宅勤務のほうが職場で仕

事をするよりも自分に合っていると感じ

る」の４項目を用いた。基本属性および 2020

年８月調査時点で測定された結果変数を共

変量とした共分散分析を実施した。 

 
在宅勤務利用中の労働者の精神健康および

仕事のパフォーマンスを予測する職場の心理

社会的要因：テレワーク労働者の遠隔コミュニ

ケーションの頻度とワーク・エンゲイジメントに

関する縦断的検討 

E-COCO-Jの 2020 年８月および 11 月調査

で収集されたデータを用いた。対象者は

2020 年８月および 11 月調査の両時点で完

全または部分的にテレワークを行っている

者とした。結果変数にはワーク・エンゲイ

ジメント得点（UWES）と仕事のパフォーマ

ンス得点（HPQ）を使用し、説明変数には

2020年８月調査時点での職場の上司や同僚

とのオンラインによる遠隔コミュニケーシ

ョンの頻度（週２～３日以上/週１日程度/

月１日以下の３群）を使用した。説明変数

と結果変数との関連について、一元配置分

散分析および基本属性（性別/年齢/婚姻状

況/教育歴/企業規模/在宅勤務の頻度/業

種）と 2020年８月時点で測定されたそれぞ

れの結果変数得点を共変量とした共分散分

析を実施し、各説明変数について「月１日

以下」を参照群とした post-hoc の対比検

定を用いて検討した。 
 
事例収集 

事例収集は、研究分担者が有する産業医、

産業保健職のネットワークを活用して、量

的調査の結果を基に同定されるストレス・

メンタルヘルス増悪群に焦点をあてて行っ

た。ストレス・メンタルヘルス増悪群が取

り組みやすく、メンタルヘルス悪化要因に

対処している事例を、好事例として選定す

るように努めた。 
テレワーク等に従事する労働者のストレス

とメンタルヘルスに関する実態調査～企業

におけるインタビュー調査～ 

研究分担者のネットワークによる機縁法

にて対象企業を募り、承諾の得られた 10社

を対象に、2020年 10月から 11月にかけて

インタビュー調査を行なった。さらに、量

的調査の結果から課題を抽出し、2021 年１

月に同対象に追加質問を行った。インタビ

ュー対象者は各社において、テレワークの

導入に中心的に関わった人事領域責任者も

しくは経営者で、インタビューはオンライ

ンもしくは対面で、約 60分かけて行った。 
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調査内容は、テレワークに関する調査研

究を行なっている弁護士から助言をいただ

き、以下の項目とした。 

（1）テレワークの実施状況 

（2）導入時の状況 

（3）実施中の状況 

（4）活用した資源 

（5）企業属性 

調査結果は対象企業名が特定されない形

で記録・保存・共有された。研究者間で従

業員のストレス・メンタルヘルスケアに関

わる各社の取り組みの良好事例を抽出した

のち、課題ごとに整理した。 
 
ストレス、メンタルヘルス対策に資する具

体的事例の収集（産業保健スタッフ調査） 

産業医８名（独立系産業医４名、心療内

科系産業医１名、精神科系産業医１名、専

属産業医２名（製造業、大学））、保健師３

名（専属２名、企業外労働衛生機関１名）、

臨床心理士１名に対して、テレワーク等新

しい働き方に対応したストレスおよびメン

タルヘルス対策への提言と好事例集の作成

のための具体的な事例の収集を行った。 
 
倫理面への配慮 

 本研究は、北里大学医学部・病院倫理委

員会（承認番号：B20-179）、東京大学大学

院医学系研究科・医学部 倫理委員会（承認

番号:10856-(3)）の承認を得て実施した。 

 
Ｃ．研究結果 

量的調査 

１．事業場向け調査 

 令和２年 12 月末までに 82 社からの回答

があり（回収率：6.3%）これらを対象総数

として解析を行った。 

「テレワークを実施している」と回答し

た 38 社で、テレワークの導入時期のうち、

最も多かったのは、緊急事態宣言が発令さ

れた令和２年４月（50.0%）であり、次いで、

同年３月および５月（いずれも 13.2%）で

あった。また、テレワークを導入後、廃止

したと回答した事業場は 10.6％であり、同

年５月または８月に廃止していた。97.4%

が、テレワークの導入に新型コロナウイル

ス感染症が「影響している」と回答してい

た。 

 実施しているテレワークの形態（複数回

答可）のうち、最も多かったのは在宅勤務

（97.4%）であり、次いで、サテライトオフ

ィス勤務（18.4%）、モバイル勤務（10.5%）

であった。テレワークを実施している労働

者の割合のうち、最も多かったのは 20%以

下（44.7%）であり、次いで、61%～80%（15.8%）

であった。テレワークの実施頻度について

は、その他（業種・職種や時期などによっ

て異なる）が最も多く（42.1%）、次いで、

週２日（21.1%）、週３日（10.5%）であった。

労働者がテレワークで使用しているハード

ウェアの支給状況のうち、最も多かったの

は会社からの支給（76.3%）であり、次いで、

私物（13.2%）、会社からの支給と私物の併

用（7.9%）であった。 

 テレワーク導入後の労働者のメンタルヘ

ルスやストレスが悪化したかどうかについ

ては、「どちらとも言えない」が最も多く

（60.5%）、次いで、「あまり悪化しなかった」

（18.4%）であり、「悪化した」と回答した

のは 10.5%であった。テレワーク実施時の

労働者のメンタルヘルスやストレスに関す

る課題（複数回答可）について、最も多く
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挙げられたのは「テレワーク社員とのコミ

ュニケーションの不足」（60.5%）であり、

次いで、「テレワーク社員とそうでない社員

との公平性の担保」（52.6%）、「テレワーク

社員の勤怠管理や時間管理」（47.4%）であ

った。これらの課題の解決の支障となった

こととして、費用の問題や公平性の担保を

挙げた事業場がみられた。 

 リモートで実施する体制を整えている

（整備中または実施済みの）メンタルヘル

ス対策として、最も多く挙げられたのは「ス

トレスチェック」（整備中 13.2%、実施済み

28.9%）であり、次いで「ストレスチェック

実施後の事後措置」（整備中 21.1%、実施済

み 13.2%）および「産業保健専門職による

面談」（整備中 15.8%、実施済み 18.4%）で

あった（複数回答可）。その際の工夫として、

オンラインを活用したものが多く挙げられ

たが、「従前より実施していたものを活用し、

特別な工夫は行っていない」と回答した事

業場もあった。講じた工夫が有用だったか

については、「通常の方法とほぼ同様に実施

できた」が最も多く（57.1%）、「通常と同様

に実施することはできなかった」や「実施

できたが問題があった」と回答した事業場

は皆無であった。 

 労働者のメンタルヘルスやストレスに関

わることで、テレワークを導入して良かっ

たこと（複数回答可）について、最も多く

挙げられたのは「働き方改革が進んだ」

（44.7%）であり、次いで、「業務プロセス

の見直しにつながった」（28.9%）、「非常時

の事業継続に役立った」および「通勤困難

な社員が継続して働くことが可能になっ

た」（それぞれ 26.3%）であった。 

 テレワークの導入時期（テレワーク導入

期間の長短）によって、メンタルヘルスの

増加の頻度には差がなかった。 

テレワークを実施していないと回答した

44社で、その理由（複数回答可）について、

最も多く挙げられたのは「テレワークに適

した業務がないから」（88.6%）であり、次

いで、「企業規模が小さいから」および「取

引先対応などに支障をきたすから」（それぞ

れ 18.2%）であった。 

 テレワークの導入と継続に必要と思う情

報やサービスについては、「テレワーク社員

の不安解消に役立つ情報」、「コミュニケー

ションの活用案」、「テレワーク社員とそう

でない社員の公平性を担保するための情

報」、「テレワーク実施に向けた導入プラン

方法などを指南するサービス」、「若手社員

への教育方法に関する情報」などが挙げら

れた。 
 
２．労働者向け横断調査 

 令和２年 10 月 23 日にインターネット調

査の配信を開始し、10 月 30 日に目標数の

4,500 人に達した。男性は、当初の目標通

り、各年代から 450人の回答が得られたが、

女性の年代別の回答数は、最終的に 20 歳

代：505人、30歳代：505人、40歳代：500

人、50 歳代：510 人、60 歳代：230 人とな

った。 

 回答者の業種のうち、最も多かったのは

製造業（27.1%）であり、次いで、通信業

（12.7%）、金融・広告業（10.5%）であった。

職種のうち、最も多かったのは事務従事者

（36.8%）であり、次いで、専門的・技術的

職業従事者（26.7%）、管理的職業従事者

（15.0%）であった。勤務先の会社や団体の

総労働者数のうち、最も多かったのは 1,000
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人以上（45.4%）であり、次いで、300人以

上 1,000 人未満（16.6%）、100 人以上 300

人未満（13.4%）であった。勤務先の事業場

（本社や営業所など）の労働者数のうち、

最も多かったのは 30 人未満（23.2%）であ

り、次いで 1,000 人以上（22.1%）、100 人

以上 300人未満（17.9%）であった。 

 勤務先の会社や団体でテレワークが導入

された時期のうち、最も多かったのは令和

２年４月（47.6%）、次いで同年３月（25.9%）

であり、多くの会社・団体で緊急事態宣言

発令の直前～発令時にテレワークが導入さ

れていた。また、テレワークの導入にあた

り、勤怠管理や残業、業績評価等に関する

事前の説明があったと回答した者は 67.7%、

光熱費などの金銭的な補助があったと回答

した者は 22.3%であった。テレワーク勤務

の選択権があったどうかについては、導入

当初から自分自身でテレワークを行うかど

うかを選択することができたと回答した者

が 47.3%、途中から選択できるようになっ

たと回答した者が 24.8%であった。 

 勤務先の会社や団体でオンライン上での

親睦を深めるような場やイベント（公式・

非公式は問わない）が開催されていると回

答したのは 23.4%であり、このうち、参加

していると回答したのは 57.6%であった。 

 テレワーク特有のストレスとして、「そう

だ」または「まあそうだ」と回答した者の

割合が最も高かった項目は「自分の身体に

合った椅子や机がない」（52.1%）であり、

次いで「オンライン会議で相手の音声がう

まく聞こえなかったりする」（50.8%）、「上

司や同僚との意思疎通・コミュニケーショ

ンがとりづらい」（50.4%）、「意思決定や情

報共有に時間と手間がかかる」（49.9%）、「テ

レワークの環境が整っていない（例：自宅

にプリンタやスキャナがない等）」（49.2%）

であった。 

 

 業種別の分析において、仕事の量的な負

担、仕事の質的な負担、仕事の身体的な負

担、１日あたりの労働時間などの「仕事の

要求度」に関連する事項が「増えた」と回

答した割合が高かったのは教育・研究業で

あった。また、接客・娯楽業は、様々な仕

事の状況の変化について「増えた」と回答

した割合と「減った」と回答した割合がと

もに高く、二極化していた。一方、心身の

健康状態の変化については、通信業におい

て、仕事のパフォーマンスが「向上した」、

身体面／精神面の全般的な健康状態が「良

くなった」と回答した割合が比較的高かっ

たが、特定の業種において、心身の健康状

態が悪化したといったような傾向は認めら

れなかった。テレワークの実施継続に対す

る意識については、いずれの業種も６～７

割が「大いに歓迎する」または「どちらか

というと歓迎する」と回答していた。 

 

 職種別の分析では、サービス職業従事者

において、仕事の量的な負担や１日あたり

の労働時間が「減った」と回答した割合が

高かった一方、技能の活用度や働きがいも

「低下した」と回答した割合が高かった。

しかし、特定の職種において、心身の健康

状態が向上あるいは悪化しているといった

ような傾向は認められなかった。テレワー

クの実施継続に対する意識については、多

くの職種において、６～７割が「大いに歓

迎する」または「どちらかというと歓迎す

る」と回答していた。 
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 労働者の属性間の比較では、仕事のパフ

ォーマンスについては、男女ともに年代が

若いほど「向上した」と回答した割合が高

かった。その他の基本属性では、テレワー

クでない時の通勤時間が長いほど、パフォ

ーマンスが「向上した」と回答した割合が

高かった。また、テレワーク導入にあたっ

て、勤務先から光熱費などの金銭的な補助

を受けている労働者や、オンライン上での

親睦を深めるような場やイベントに参加し

ている労働者も、パフォーマンスが「向上

した」と回答した割合が高かった。 

 身体面の全般的な健康状態については、

仕事のパフォーマンスと同様、男女ともに

年代が若いほど「良くなった」と回答した

割合が高かった。その他の基本属性では、

テレワークでない時の通勤時間が長いほど、

身体面の全般的な健康状態が「良くなった」

と回答する割合が高くなる傾向が認められ

た。また、仕事のパフォーマンスと同様、

オンライン上での親睦を深めるような場や

イベントに参加している労働者は、身体面

の全般的な健康状態が「良くなった」と回

答した割合が高かった。 

 精神面の全般的な健康状態については、

概ね、身体面の全般的な健康状態と同様の

傾向が認められたが、これに加え、独り暮

らしの労働者は、精神面の全般的な健康状

態が「悪くなった」と回答した割合が高か

った。また、テレワーク導入から現在に至

るまで、自分自身でテレワークを行うかど

うかを選択できていない（勤務先の指示の

もとで強制的にテレワークを実施してい

る）と回答した労働者も、精神面の全般的

な健康状態が「悪くなった」と回答した割

合が高かった。 

 

 テレワークに特有のストレスのうち、仕

事のパフォーマンスが「低下した」と回答

した者の割合が最も高かった項目は「仕事

に集中できる作業環境を確保できない」

（55.0%）であり、次いで「上司や同僚との

意思疎通・コミュニケーションがとりづら

い」（49.8%）、「意思決定や情報共有に時間

と手間がかかる」（49.5%）、「役割分担、業

務内容、業務指示が明確でない」（49.2%）、

「ノート PCしかない、サブモニターがない

など、PCでの作業がしづらい」（49.0%）で

あった。 

 身体面の全般的な健康状態が「悪くなっ

た」と回答した者の割合が最も高かった項

目は「仕事に集中できる作業環境を確保で

きない」（24.3%）であった。 

 精神面の全般的な健康状態が「悪くなっ

た」と回答した者の割合が最も高かった項

目は「仕事に集中できる作業環境を確保で

きない」（28.8%）であり、次いで「役割分

担、業務内容、業務指示が明確でない」

（26.5%）、「オンライン会議のスケジュール

管理が煩雑である」（26.4%）、「上司や同僚

との意思疎通・コミュニケーションがとり

づらい」（25.5%）、「意思決定や情報共有に

時間と手間がかかる」（25.3%）であった。 

 
３．労働者縦断調査 

テレワーク利用中の労働者の精神健康およ

び仕事のパフォーマンスを予測する職場の

心理社会的要因：４時点縦断調査 

テレワークが始まってから４時点におけ

る縦断的観察で、心理的ストレス反応は、

職場の同僚の支援が高いグループで低値で
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あった（基本属性調整後主効果；p=0.04）。

仕事のパフォーマンスは、職場の心理社会

的要因の４要因すべてで群の主効果が基本

属性の調整後も関連が認められ（仕事の量

的負担：P<0.01、仕事のコントロール：

P<0.01、職場の上司からの支援：P<0.01、

職場の同僚からの支援：P=0.01）、量的な負

担が低い群、仕事のコントロール、上司お

よび同僚からの支援が高い群でパフォーマ

ンスがよかった。 

同居人有無については時点との交互作用

が見られ、独居だと２月時点（新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法に基づく２度目

の緊急事態宣言発令期間中）での仕事のパ

フォーマンスが低下していた（調整済

p=0.01）。新型コロナウイルス感染症に関す

る包括的不安については、群の主効果は見

られなかったが、テレワークの頻度につい

て時点との交互作用が見られ、完全テレワ

ークの者は８月および 11 月時点での新型

コロナウイルス感染症に関する包括的不安

が増加していた（それぞれ調整済 p=0.01）。 

 
テレワーク利用中の労働者の精神健康および

仕事のパフォーマンスを予測する職場の心理

社会的要因： テレワークへの主観的適合感

に関する縦断的検討 

「在宅勤務のほうが職場で仕事をするよ

り作業環境が良い」、「在宅勤務のほうが職

場で仕事をするよりも仕事のパフォーマン

スが良いと感じる」、「在宅勤務のほうが職

場で仕事をするよりも自分に合っていると

感じる」の３項目について、「ちがう」、「や

やちがう/まあそうだ」、「そうだ」と回答し

た３群間で、基本属性および８月調査時点

のそれぞれの結果指標得点を調整した共分

散分析を行った結果、仕事のパフォーマン

ス得点（それぞれ F=5.74, p<0.01; F=5.45, 

p<0.01; F=7.45, p<0.01）および心理的ス

トレス反応得点（それぞれ F=7.86, p<0.01; 

F=13.9, p<0.01; F=4.53, p=0.01）に群間

差がみられた。また、「在宅勤務のほうが職

場で仕事をするよりも仕事のパフォーマン

スが良いと感じる」については、身体愁訴

得点でも同様に群間差が示された（F=3.51, 

p=0.03）。 

 
在宅勤務利用中の労働者の精神健康および

仕事のパフォーマンスを予測する職場の心理

社会的要因：テレワーク労働者の遠隔コミュニ

ケーションの頻度とワーク・エンゲイジメントに

関する縦断的検討 

テレワークをしている労働者 186 名を解

析対象とした。職場の上司・同僚との遠隔

コミュニケーションの頻度とワーク・エン

ゲイジメントとの関連では、基本属性およ

び８月調査時点の UWES 得点を調整した共

分散分析で、上司とのビデオ通話（顔出し

あり）（F=4.23, p=0.02）、同僚とのビデオ

通話（顔出しあり）（F=3.90, p=0.02）、上

司との音声通話（F=3.18, p=0.04）で群間

差がみられ、「月１日以下」を参照群とした

事後比較で、「週２-３日以上」群でワーク・

エンゲイジメント得点が高かった（それぞ

れ p<0.01, p=0.01, および p=0.01）。 

仕事のパフォーマンスについては、上司

とのビデオ通話（顔出しあり）（F=6.20, 

p<0.01）および同僚とのビデオ通話（顔出

しあり）（F=4.65, p=0.01）において仕事の

パフォーマンス得点に群間差がみられた。

上司とのビデオ通話では「月１日以下」を

参照群とした事後比較の結果「週２-３日以
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上」群で仕事のパフォーマンス得点が高く

（p<0.01）、同僚とのビデオ通話は「週１日

程度」群で仕事のパフォーマンス得点が高

かった（p<0.01）。 

 
事例収集 

テレワーク等に従事する労働者のストレス

とメンタルヘルスに関する実態調査～企業

におけるインタビュー調査～ 

インタビュー調査の対象となった企業の

企業規模と業種の内訳は、1000名以上５社

（製造業２社、情報通信業２社、サービス

業１社）、50 名以上 1000名未満４社（情報

通信業１社、運輸物流業１社、サービス業

１社、NPO法人１社）、50名未満１社（教育・

学習支援業１社）であった。 

多くの従業員はテレワーク下でも従前と

変わりなく業務を行えているという評価で

あった。しかしながら、いくつかの企業で、

少数ながらメンタル不調者やテレワークへ

の不適応を認めた社員がみられた。テレワ

ークによる労働者のメンタルヘルス上の課

題は、「労務管理の困難さ」、「コミュニケー

ションの不足感」、「業務に適した在宅環境

の不備」、「個人のテレワークへの適性の問

題」、「テレワーク導入目的の曖昧さ」の５

カテゴリに分類できた。これら５つの課題

に対して、各社で独自の工夫を加えながら

取り組みを行っていることが分かった（資

料１．成果物「テレワークを実施するにあ

たってのメンタルヘルス対策に関する好事

例」（以下、好事例集））。 

「労務管理の困難さ」については、労務

管理の仕方が課題になることを前提として、

ルールを明確化し、その浸透を図る事例が

見られた。リモートワーク下で部下の管理

が十分にできないことに対する管理監督者

の不安が「監視するシステム」（いわゆるマ

イクロマネジメント）につながり、労働者

のメンタルヘルスに悪影響を与える可能性

がある。聴取された好事例の中では、ビデ

オを用いた進捗監視や業務中の顔出しの強

制については、労使で検討され、ルール化

されていた（好事例集 V-3）。 

「コミュニケーションの不足感」につい

ては、課題の重要性が認識され、その活性

化を図るための様々な工夫がなされていた

（好事例集 I）。 

今回の調査対象企業においては、それぞ

れが独自の工夫をしながら、５つの課題へ

の対応を行っていた。いずれも高度な専門

性や高額な費用を要するものは少なく、中

小企業においても十分に対応可能な取り組

みであると考えられた。 

 
ストレス、メンタルヘルス対策に資する具

体的事例の収集（産業保健スタッフ調査） 

産業医８名（独立系産業医４名、心療内

科系産業医１名、精神科系産業医１名、専

属産業医２名（製造業、大学））、保健師３

名（専属２名、企業外労働衛生機関１名）、

臨床心理士１名に対してインタビューを行

った。また、１名の独立系産業医には２回

インタビュー調査を行った。事例を 19 件、

工夫を 10 件、留意事項を４件、収集した。

事例収集の結果、この１年間で様々な好事

例や失敗事例が積み重ねられていることが

示された。それらを組み合わせて、今後の

教訓も込めて 10件の事例を作成した（資料

２. 「産業保健職が課題と考えた事例集（好

事例を含む）」（以下、課題事例））。 

産業保健職がアプローチしにくい対象と
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して、家庭の事情により、メンタルヘルス

不調を起こしやすいことが観察されている

（資料２-３,４,９）。逆に、テレワークの

導入が家庭の事情を悪化させることも示さ

れた（資料２-９）。 

テレワークが進んだことにより腰痛を訴

える社員が増加した例、生活習慣の乱れが

起こっている例（アルコール）も確認され

た（資料２-８）。 

さらに、産業保健スタッフが、遠隔での

対応を行う際の、安全配慮の一環として、

以下のことに留意して緊急時の対応をでき

るように指導したという事例があった。 

1) 単身者でリモートワークをしている者

との面談においては、面談者が体調不良や

希死念慮を訴える、自傷他害の恐れがある

場合の対応方法について事前に事業場側と

打ち合わせをしておく。このような緊急時

の対応策として、社員の居住地に応じて医

療機関をリスト化している。その他の対策

として、家族にいつでも連絡が取れるよう

にしておく、本人の自宅まで誰かが訪問で

きるような体制を準備することも検討する。 

2) 家族と同居している場合には、家族に対

して連絡が取れるような体制を整えておく。

安全配慮の一環として、緊急時の対応をで

きるように指導する。 

3) 完全リモートで面談等の嘱託産業医業

務を行う場合、インターネット回線の不良

などのトラブル対応を含み緊急時の対応な

どの際の対応方法について常勤の産業保健

職や人事労務担当者と事前に打ち合わせを

しておく。 
 
 以上の好事例、課題事例をまとめたウェ

ブサイトを試作し、運用を開始した

（ http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~pub

lichealth/telework/index.html）。 
 
Ｄ．考察 

テレワーク導入によるメンタルヘルスの悪

化の頻度と業種・職種差 

事業場を対象とした調査から、テレワー

ク導入によるメンタルヘルス悪化を報告し

た事業場は約１割であった。労働者の調査

では、労働者向け調査では、いずれの業種・

職種においても、テレワークの実施継続に

対して６～７割が「大いに歓迎する」また

は「どちらかというと歓迎する」と回答し

ており、テレワークを肯定的に捉えていた。

インタビュー調査からも、多くの従業員は

テレワーク下でも従前と変わりなく業務を

行えているという評価であった。今回の調

査からは、テレワーク導入によるメンタル

ヘルスの悪化について、業種もしくは職種

の差を見出すことは困難であった。テレワ

ーク導入期間の長短によって、メンタルヘ

ルスの増悪の頻度には差は認められなかっ

た。遠距離通勤者等が恩恵を受けることも

確認された。 
業種によってストレス要因やストレス反

応の変化に大きな差は認められなかった。

一部、「通信業」などでパフォーマンスが向

上し、テレワーク実施可能性が高い業種で

好ましい傾向が見られる一方で、「教育・研

究職」では負担増が観察された。オンライ

ン用の教材の作成など、テレワーク導入に

伴う余分な作業が負担になったことが考え

られた。 

本所見を評価するにあたっては、事業場

調査については低い回答率、労働者の調査

においては、少なくともテレワークが可能
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な職場での調査であることを留意する必要

がある。ただし、他の大規模調査と傾向は

一致していた（厚生労働省雇用環境・均等

局在宅労働課, 2020）。一方で、わが国にお

ける今回のテレワーク導入は多分に感染予

防の目的で、緊急事態宣言下、十分な準備

がなされないままに導入され、テレワーク

に対応する職場環境が十分整わなかったこ

とが、メンタルヘルス不調増悪の要因の一

部となっている点は留意しておかなければ

ならない。 
 
テレワーク労働者の心身、パフォーマンス

に影響を与える要因と対策 

少数ながらテレワークに適応できず心身

の不調をきたす労働者が存在する。 

本研究の結果から示唆される心身の不調

やパフォーマンスの低下のリスクが高い労

働者が有する属性は、中高年層、独居、新

入社員、中途入社社員であった。 

テレワークに不適応をきたす労働者が存

在することを認識し、ケアの注意喚起、フ

ォロー体制をとるなどの指導を行う必要が

ある。会社側（管理側）がテレワークの適

性の見極めをする仕組みが必要である。新

入社員や中途入社の労働者は、テレワーク

の不用意な導入が、メンタルヘルス増悪要

因となり、一定の期間を経てのテレワーク

導入が薦められる（好事例集-III）。 

家庭の事情が、テレワーク労働者のメン

タルヘルスに影響していることが示されて

いる（課題事例-４,９；Xiao et al, 2021）。

在宅の作業環境に不備がある労働者、独居

の労働者は、精神的な健康度が悪化し、仕

事のパフォーマンスが低下する傾向がある。

海外でも、仕事と家庭の境界があいまいと

なり、休息時間が不足したり、残業時間の

増加傾向がみられたりすることが指摘され

ている（Zimmerman and Faghri, 2020）。 

個人属性では、若い労働者ほどパフォー

マンスと身体面の健康状態が向上する傾向

が見られた。テレワークで生産性が上がる

（テレワークに向いている）労働者がいる

ことが指摘されている（組織社会化してい

る労働者）（Tavares, 2017）。一方で、テレ

ワークのストレスを偏って受けるとして指

摘されている属性差（家庭における不均衡

な役割が在宅での負担を増悪する可能性の

ある男女差、Duxbury & Higgins, 1991; 

Ellison, 1999; Hall, 1972)や、デジタル

ディバイドの影響があり得るジェネレーシ

ョンの差については知見が一定しておらず、

量的な評価に乏しい。労働者の性向を含め

整理されることで、生産性の上がるテレワ

ークの導入が期待され、今後の研究が必要

である。 

 

さらに、意思にそぐわない働き方、作業

に集中できない環境、従来から根拠が示さ

れている心理社会的な職場の要因（要求度、

コントロール、支援）、（完全テレワークに

おける）孤立やコミュニケーション不足、

不公平感が、テレワーク労働者のメンタル

ヘルス不調を増悪する要因として確認され

た。 

テレワークおよび働く場所を労働者が選

択できることは、彼らのメンタルヘルスと

仕事のパフォーマンスに好影響を与えてい

る。さらに、テレワークに対する主観的な

適応度が高いとパフォーマンスや心理的状

況がよい。一方で、労働者がテレワークの

可否を選択ができないことはストレス増や
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満足感の低下につながることが指摘されて

いる（Gajendran and Harrison, 2007）。テ

レワークを選択できること、テレワークを

肯定的に評価できるように支援するとメン

タルヘルスよいことが伺われる。産業保健

職は、職場巡視の対象として、テレワーク

の場（新しい働く場所）の就業環境の把握、

調整ができるようになることが求められる。

テレワーク時の作業環境を評価して、改善

し最適化するための助言をするなど、テレ

ワークへの適合感を肯定的に評価できるよ

うな支援を行うことで、テレワークをして

いる労働者の仕事のパフォーマンス向上や

心身の健康の保持増進に役立つ可能性が考

えられる（好事例集 II、課題事例２、３、

７）。聴取した事例の中には、写真やアンケ

ートを用いて把握をしようとしているもの

があった。事業者としては、適性がないか

らテレワークをさせないということではな

く、テレワークができるように環境を整え

ることができれば、テレワークを持続可能

な働き方に繋げられる可能性が大きくなる

（Johnson et al, 2020）。 

 
孤立は、心身の不調の重大なリスクファ

クターであり（ Steptoe and Kivimaki, 

2013）、その対策としてのコミュニケーショ

ンの活性化は重要である。孤独感による感

情へのネガティブなインパクトは通常勤務

の労働者より大きいとする研究もある

（Mann and Holdsworth, 2003）。会社の同

僚から離れて、社会的に孤立しているテレ

ワーク労働者は、精神的な健康を保ち、効

率的に仕事をするために、どこかで社会的

なコンタクトをもつことの重要性が指摘さ

れている（Gajendran and Harrison, 2007; 

Mann and Holdsworth, 2003）。本研究では、

オンライン上での親睦を深めるような場へ

の参加が、業務パフォーマンスの向上や心

身の健康状態の改善と関連していた。雑談

用のシステムの導入やオンライン上で親睦

を深めるイベントの開催により労働者のス

トレス反応が改善する可能性がある。公

式・非公式を問わずオンライン交流の場を

設定し、高リスク者に参加を呼びかけるこ

とは対策として薦められる。また、上司や

同僚とのコミュニケーションの取りづらさ

が、テレワーク労働者の業務パフォーマン

スの低下や精神的健康の悪化と関連してい

たが、適切な頻度で、上司や同僚とビデオ

通話を図ることは、テレワーク労働者のワ

ーク・エンゲイジメントおよび仕事のパフ

ォーマンスを向上させる可能性があること

も示された（好事例集 I-4, 6, 8）。 
 

 職業性ストレス簡易調査票で把握される

高要求度、低コントロール、低支援は、テ

レワークでもメンタルヘルス不調を増悪さ

せるストレス要因であることは変わらない。

また、テレワーク導入企業でもストレスチ

ェックは困難なく行われていることが示唆

された。テレワークでも、メンタルヘルス

対策として、ストレスチェックを活用して

いくことが薦められる（課題事例 １０）。 
一方で、テレワークを行っている労働者

の労働態様（労務提供場所）によって、職

場環境は、家庭を含み多様となり、従来の

集団分析の単位とする考え方とそぐわない

状況が発生することが考えられる。集団分

析およびそれに基づく職場環境改善の実施

に当たっては、テレワークを実施している

か否かの確認し、物理的環境の評価の際に
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留意する等の工夫が必要になる。テレワー

ク労働に関して、ストレスチェック制度に

おける集団分析の指針もしくはマニュアル

等が求められる。 

 
テレワークの課題として、労働者の公平

性を挙げた事業場は多く、対応がなされて

いる事例もある（課題事例 ７）。事業場内

での公平性についてのクレームには、テレ

ワークを実施できる労働者とそうでない労

働者の公平性があり、それにともなう評価

や処遇に関する不公平感がある。テレワー

ク可能な労働者、不可能な労働者それぞれ

に、キャリアアップの機会の公平性を担保

しておく必要が指摘されている（Oakman et 

al, 2020）。インセンティブの追加等による

職場での不公平感をなくすための工夫が求

められる。 
 

労務管理・業務管理が適切にできていな

いことによる、長時間労働と関連するパフ

ォーマンスの低下やメンタルヘルス不調の

リスクが指摘されている（ Zimmerman, 

2020）。労務管理のむつかしさによる量的負

担の増加には、労働者側には（仕事場とし

ている）家庭の事情による業務の支障が、

管理監督者側には進捗状況が見えにくく指

示が重なってしまうなどといった労使双方

の複雑な要因がある。管理が十分にできな

いことに対する不安が「監視するシステム」

（いわゆるマイクロマネジメント）につな

がり、労働者のメンタルヘルス不調やハラ

スメントにつながる可能性がある。同時に、

労働者も上司とのコミュニケーションの困

難と、正当に評価されないことを不安に感

じている（好事例集 V；あしたのチーム 

2020）。産業保健職へのインタビュー調査か

らは、人事と管理職・産業保健職間の協力

体制や、人事が管理職のサポートをしてい

る好事例があった（課題事例 ６）。 

労務管理・業務管理の困難は、テレワー

ク導入事業場でのメンタルヘルス増悪要因

であり、マネジメントの観点からのみなら

ず、メンタルヘルスに影響する可能性があ

ることを認識し、メンタルヘルス研修、と

くに管理監督者の研修に、テレワーク関連

事項を組み入れ、管理監督者、労働者とも

に支援していく必要がある。また、遠隔管

理については、労働者の緊急時等における

安全確保の体制をとっておく必要がある。 

 
テレワーク特有のストレスとして、環境

整備の不十分さに関する内容を挙げた労働

者は多かった。「仕事に集中できる作業環境

を確保できない」ことが、ストレス反応の

悪化と関連していた。在宅環境が不十分な

状態でテレワークをさせる、もしくは、テ

レワークを在宅に限定している例は、いず

れも、労働者のメンタルヘルス不調につな

がりやすい。サテライトオフィス勤務の活

用を提示して気分転換を提案した事例、テ

レワークを行う場所を自宅に限定せず本人

に任せている事例、リモートで職場環境改

善を実施した事例がある。 

関連して、テレワーク特有のストレスと

して、人間工学的な要因が多く挙がった。

身体的な負担はメンタルヘルスに影響する。

座業の持続による腰痛、情報機器作業によ

る視覚に対する負担等はよく報告されてい

る。身体要因（筋骨格系）は、作業環境管

理が関係する（De Croon E et al, 2005; 

Tavares, 2017）。不十分な環境整備が、テ
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レワーク労働者のストレス要因となってい

る。一部、新型コロナウイルス感染症の影

響で、準備が十分できないままテレワーク

が導入された影響はあるかもしれないが、

就業環境の整備は、テレワークを実施する

うえで基盤であり、早期に整えられていく

べきものである。 
また、労働者も、テレワークにより座位

の時間が長くなったり（Fukushima et al, 

2021）、アルコール等の依存の問題が顕在化

したりするなど、生活習慣の課題が明らか

になってきている。腰痛防止、情報機器作

業に関する留意を含めて、積極的な身体活

動の啓発を進める必要がある。業務に適し

た在宅環境の不備是正、テレワーク労働者

の好ましいライフスタイルを維持・促進す

るための指針が望まれる。 

 
テレワークを実施する上での課題として、

費用面の問題が多く挙げられた。現在、テ

レワークを行う際の作業環境を確保できる

ようにするための費用を助成するため、中

小企業の事業者を対象に「働き方改革推進

支援助成金（テレワークコース）」等の制度

が整えられているが、事業者がこのような

制度を利用しやすくするため、助成金制度

の更なる周知・適用範囲の拡充を行い、異

なる規模の事業場間の公平性を担保するた

めの支援を行っていく必要がある。 

 
潜在的リスクに関する研究の必要性 

労働者や企業の属性によるコロナ禍の在

宅勤務実施の格差は、労働者の収入や労働

時間の格差にもつながることが指摘されて

いる（石井ほか, 2020）。日本では３ 割前

後の労働者で在宅勤務が可能と試算されて

いる（小寺, 2020）。新型コロナウイルス感

染症第 1 波の感染の落ち着きとともに、通

常勤務に戻る企業も見られ、2020 年 10 月

上旬には、企業の従業員で週に１日でもテ

レワークをしている労働者は全体の 18％と

いう調査結果が出された（日本生産性本部, 

2020）。とくに、地方や中小の企業では、IT

環境の整備が追いついていないことなどか

らテレワークの利用が進んでいないこと、

テレワークが、緊急避難的な導入に限られ、

必ずしも継続していないことが伺われた。 

収入や就業環境（労働時間）の格差は、

重要な健康の社会的決定要因である。持続

可能なテレワーク（働き方）の実施に当た

り、就業形態、企業規模を含む社会経済的

要因によって発生する格差是正についての

施策が求められる。テレワーク導入の助成

を企業規模小さい事業場に手厚くする等の

政策導入とともに、ミクロ、マクロともに

テレワーク可能性に関する格差是正・均等

処遇に努める必要がある。当該事項につい

てはエビデンスが限られており、経済学的

視点を含めた研究が必要である。 

 
Ｅ．結論 

企業向けおよび労働者向けの量的調査に

より、テレワークによってストレスやメン

タルヘルスが悪化する群および課題の同定

を試みた。さらに、量的調査の結果を基に

同定されたストレス・メンタルヘルス増悪

群に焦点をあてた事業者、産業保健職への

インタビュー調査を実施し、ストレス・メ

ンタルヘルス増悪群が取り組みやすく、メ

ンタルヘルス悪化要因に対処している好事

例や課題事例をまとめた。 
今回の新型コロナウイルス感染症の感染
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拡大により、単に労働者に対して新たなス

トレス要因が生じただけではなく、テレワ

ークを導入、継続するにあたって、産業保

健サービスを提供する上での対応しなけれ

ばならない留意事項が生じていることが示

された。 
メンタルヘルス対策をとりつつ円滑なテ

レワーク導入・継続に資するため、テレワ

ークの導入に関わるメンタルヘルス増悪要

因、検討されるべき対策、今後の課題をま

とめて提言を作成した（資料３. テレワー

クを導入、継続していくうえでのメンタル

ヘルス対策に関する提言）。 
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資料１．テレワークを実施するにあたってのメンタルヘルス対策に関する好事例 

I.コミュニケーション 

１．チャットを活用して質問しやすい場を構築 サービス業・50〜499名 

テレワーク下で、メールで質問してもレスポンスに時間がかかったり、ちょっと訊きたいことに対してわざわざ電話するのも憚られるという

声があがっていた。その解決策の一つとして、ある部署で試行的にチャット上に簡単な質問のためのスペースを作成した。その結果、訊きた

い社員がチャット上に質問を投げ、手が空いている社員が迅速にそれに回答するようになり、経験の浅い社員がちょっとしたことを訊きやす

い場が構築されるようになった。同スペースはその後、日常のちょっとしたことなど、雑談の場としても活用されるようになり、経験の浅い

社員が業務を一人で抱えこむのを防止するのみならず、コミュニケーションの活性化にもつながるようになった。 
 
２．在宅勤務中も誰とでもつながれる環境を整備 サービス業・50〜499名 

在宅勤務中は Teams で全従業員とつながっている。マイクとビデオは OFF、スピーカーのみを ON にするルールで、勤務中に声がかかれば

マイクを ON にして対応する仕組み。部門の垣根を超えて、だれとでもいつでもつながれるようになっている。  
 
３．全員が参加する定例 Web会議の開催 サービス業・50〜499名 

コロナ前から一部従業員向けに在宅勤務を導入するも、1 日 2 回行っていた職場会議は対面が原則だったので在宅勤務者は会議に参加できて

いなかった。コロナ禍で在宅勤務者が増えたのを機に、会議を 1 日 3 回に増やし、オンライン会議を原則とすることとなり、全員が会議に

参加できるようになり、職場の一体感の醸成がかえって進むようになった。 
 
４．在宅勤務で孤立する従業員へ雑談の機会を提供 サービス業・1000名以上 

従業員全員に対して在宅勤務を導入、単身赴任者等も実家や自宅に戻ることとなったが、家庭の事情などがある一部従業員がウィークリーマ

ンション等でテレワークを行うこととなった。終日誰とも話す機会がない従業員もおり、総務人事担当者らがこれらの孤立する従業員の話を

傾聴、雑談の機会を提供していた。 
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５．出社日を雑談の場として有効活用 サービス業・1000名以上 

家族だけと過ごす生活にストレスを感じている従業員同士で出社日を合わせ、週 1 日は直接顔を合わせる機会を作っている。昼食を一緒に

とるなど、雑談の機会や仕事の悩みを打ち明ける場として活用している。 
 
６．在宅勤務を「楽しむ」取り組みを実施  運輸業・50〜499名 

在宅勤務を「楽しむ」ことを中心にいくつかの取り組みを行った。在宅勤務中に見つけたこと（例：散歩中に見かけた風景）、プライベート

で取り組んだこと（例：自宅で筋トレにチャレンジ）などを募集、社外報に掲載した。また、1 カ月限定でオンラインで全社をつなぎ、週 2
回のラジオ体操を実施、毎回多数の社員が参加していた。在宅勤務中の e-learning 受講を推奨、様々なコンテンツを無料で従業員に開放し

た。これらの取り組みは、従業員の孤立化防止の一助にもなった。 
 
７．オンライン会議の声掛けをしやすくすることにより、小さなことでも話し合えるように 教育・学習支援業・50名未満 

業務の打ち合わせ、日程調整、情報共有の機会に、「ちょっとした相談」を皆で出し合うようにしている。問題共有のハードルを下げること

で、どの立場の従業員も声を上げやすくなり、それに応えていくうちに、お互いの状況や考え方が見えるようになってきた。一見無駄が多い

ように感じられるかもしれないが、他者間の情報共有やフィードバックであっても、自分の学びにつながるとの認識が進み、業務への意識が

上がっていると感じる。 
 
８．完全リモートの会社でも、あえて直接集う会議や懇親の場を設定 教育・学習支援業・50名未満 

管理職会議を行った際に、現時点で部下のメンタルヘルス上の問題は上がっていないが、管理職が気づけていないだけなのではないかという

話になった。従業員からあえて言われなければ、業務に支障が出てこない限り管理職が気づくことは難しいし、不調者が出てしまうと、その

後の対応もなかなか手が届かない。そのため、直接コミュニケーションの機会を設けるため、感染拡大の緩まった時期に感染対策に気をつけ

ながら、休日に任意参加の BBQ を行なったり、月に 1 回の定例会議では直接集まるようにしたりしている。普段オンラインで話しにくいよ

うなことも、直接会う場では雑談として話せるので、皆楽しみにしている。 
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９．オンライン定例会議で健康に関する情報交換を恒例に 教育・学習支援業・50名未満 

連絡をしやすい特定の人以外と雑談をする機会の減少に加えて、外出自粛による体重増加や運動不足、腰痛などの健康面の問題への対応のた

め、月に 1 度の定例会議はオンライン上の顔出し（画面 ON）で参加することとし、議題の後で、体調管理に関する情報提供や、やっている

スポーツの話、健康管理のための便利ツール（立って仕事ができるボードや椅子、座布団、ヘッドセットなどの機器など）の情報交換を行う

ようにした。情報が得られるだけでなく、それぞれのこだわりの発見やストレス発散の効果もあり、主体的に楽しく行なわれている。 
 
１０．管理スパンの見直しとコミュニケーションにより適正評価を促す 製造業・3000名以上 

上司・部下間のコミュニケーションの充実のため 1on1 の頻度を高め、丁寧に進捗確認や部下指導を行うこととあわせて、上司一人当たりの

部下人数（管理スパン）を見直した。業務内容やテレワーク導入状況にもよるが、基本的に 10 名程度を上限に調整するようにしている。 
 
１１．遠隔含めた昼礼や雑談タイムを設けて情報共有を密に 製造業・3000名以上 

定期的に顔を合わせて状況と情報を確認することができるよう、全員参加の全体昼礼で情報を共有した後にグループ単位で雑談をしたり、次

のグループ会議を設定する時間を設けている。自然と状況を話すことができるようになってきており、テレワーク従事者との情報共有を随時

にしていたときと比べて、コミュニケーションの取りやすさの違いによる情報格差が減った。 
 
１２．1on1 の頻度と質を高めることでコミュニケーションをより密に 製造業・3000名以上 

年 2 回の評価の時期に行なっていた 1on1 の頻度を 2 週間に 1 度、少なくとも月に 1 度以上行うよう頻度を増やし、1 回 30 分に収めるよう

全社ルールを作った。漠然と話をするのではなく、短時間で効率的に必要な話に焦点を当てることができるよう、専用の帳票を用意している。

帳票は、仕事の進捗、業務を進める上での悩み、成長支援に関する内容、モチベーションなどを部下が記載し上司に提出、面談後に上司が記

載して部下に戻し、次の面談前に部下がまた記載、というように、面談の過程を蓄積し共有する交換日記形式となっている。上司自身が何を

部下に伝えたかが明確に残ること、各部下の状況も把握しやすいことなどから好評である。 
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１３．パルスサーベイと 1on1で様子の変化に気づける仕組みを構築 製造業・1000名以上 

労務管理の補助として月に 1 回パルスサーベイを実施している。体調、やる気、気分の 3 項目を 5 点満点で問い、変化の大きい人にはアラ

ートが届く仕組みとしている。パルスサーベイリポートは上司も閲覧でき、1on1 などで役立ててもらうようにしている。 
 
１４．職場ごとにパルスサーベイの変動を追うことにより、悪化している職場を早期にフォロー 製造業・1000名以上 

月に 1 度各社員が回答するパルスサーベイの結果を職場単位で可視化し、管理者と人事が閲覧する仕組みを作っている。データの動きが激

しいため、まだ大きな傾向が見えるところには至っていないが、その変動が対応のきっかけとなっている。 
 
１５．産業医・保健師面談の全面リモート化により安全で相談しやすい場を構築 情報通信業・1000名以上 

新入社員の集合研修はじめ全研修のリモート化、産業医面談および保健師面談の全面リモート化、「保健師のつぶやき」として従業員への情

報発信を行った。2 年目の社員に保健師による全員面談をしたところ、戸惑いや寂しいといった声が聞かれたため、その情報をもとに対策に

つなげている。 
 
II.在宅環境への配慮 

１．在宅環境の把握と改善への支援  サービス業・50〜499名 

在宅勤務を導入する際に在宅勤務が行える環境にあるかを調査、ネット環境がない従業員に対して優先的に機器を貸し出した。また、年間 2
万円を上限に、在宅勤務に必要な備品の購入を会社で助成している。 
 
２．フリーアドレスとモバイル貸与の先行実施 製造業・1000名以上 

3 年前からフリーアドレスを導入し、全社員に PC と携帯電話を貸与していたことがスムーズなテレワーク実施に繋がった。各自がインスト

ールしていたソフトなどを移行しなくて済んだし、接続もスムーズだった。通信環境が整わない社員は申請により通信カードの貸与や wifi
補助も行なっている。デバイスや環境面でのハードルを下げることは混乱を避けるために必要と考えている。 
 

23



III.個人の適性への配慮 

１．新入社員や非正規社員に対する声掛けの機会を確保 サービス業・50〜499名 

在宅勤務下で特に取り残されやすいと考えられる新入社員、非正規雇用者を対象に総務人事担当者が適宜フォローをしている。非正規雇用者

には全員への面談を実施、在宅勤務で困っていることなどを傾聴する機会をもっている。新入社員については、定期的に出勤日などに昼食を

共にするようにし、上司には話せない悩みなどを傾聴するようにしている。 
 
２．新入社員の適性判断とフォローアップ体制 サービス業・50〜499名 

新入社員、中途入社社員については、使用期間中は出勤を原則とし、業務遂行レベルや人間関係構築に問題がないと判断できてから在宅勤務

を認めるようにしている。また、新入社員については、人事担当者による定期フォロー面談に加え、新卒 2 年目まではメンターをつけてお

り、不調の早期発見や精神的サポートを行うようにしている。 
 
３．全社員テレワークの会社におけるメンター制度の導入と人事によるサポート 製造業・1000名以上 

新入社員にはメンター（対象者を直接評価する関係にない先輩社員）をつけている。そのほか、人事部でもチームを作り、新人五人組に対し

て一人の人事部員が担当としてサポートしている。 
 
４．新入社員、中途入社社員、転入者に対するルールを検討 製造業・3000名以上 

新入社員・中途入社社員や各職場への転入者は、ネットワークを作ってスタートを切るために、テレワーク対象とはしないようにしている。

その期間や判断基準は現在検討しているところである。 
 
５．対象者のルールを設定  情報通信業・1000名以上 

テレワーク対象者の条件は、業務内容（客先対応や経理など自宅でできない業務は対象外）、および自律的に業務遂行ができること（入社 1
年未満は対象外）の 2 点としている。その判断は上司が行っている。 
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IV.在宅勤務制度の目的（テレワークの位置づけとルールの明確化） 

１．在宅勤務制度の目的を管理職らと適宜共有する機会 サービス業・50〜499名 

在宅勤務中も Teams につながり、スピーカーを ON にしておくルールとなっているも、当初はルールを守らない従業員もみられた。会社と

しては在宅勤務中も出社しているのと同じ環境にする方針であることを経営層から明示、ルールを守らない従業員に対して管理職から指導を

しやすい状況をつくった。 
 
２．全体の出勤率目標を提示、可能な限り在宅勤務とするように各部門に推奨 製造業・500～999名 

感染予防策の一つとして在宅勤務を導入、流行の状況に応じて全体の出社率の目標を経営層らで設定し、各部門に通達。業務の特性も踏まえ

つつ、できるところはなるべく在宅勤務を行わせるように推奨している。 
 
３．業務内容の棚卸しを行いテレワーク適否のガイドラインを作成 製造業・3000名以上 

テレワークでアウトプットが出る業務、テレワークでも出社でも変わらない業務、出社の方が効率的な業務、そしてテレワークでも対応でき

るが対面で進めたほうが価値の高まる業務、といった観点で業務を洗い出している。今後、テレワークに向いている業務を精査し、部門ごと

にガイドラインを作成する予定である。 
 
４．経営戦略としての位置付け  製造業・1000名以上 

経営者のトップダウンの強い社風であり、「採用力を上げるため」を目的としたテレワーク導入の決断で混乱なく開始された。目的が納得感

の高いものであったこと、全員一律導入であったことなどから、特に不公平感は出ず、問題なく実施されている。 
 
５．経営戦略としての位置付け  情報通信業・1000名以上 

６年前から育児、介護に限定して在宅勤務を実施していたが、２年前からは働き方の見直しを目的として、理由を問わず希望する社員全てに

テレワークが適用できることとルールを変えた。また、2019 年の東京五輪の準備のため水曜日を全員テレワークとした期間があり、この期

間に上司もテレワークを経験することができた。そして 2020 年はコロナの拡大に伴い感染防止の目的が加わったが、感染状況に関わらず、
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新しい働き方から働き方改革につなげるためにテレワークの実施を継続することとし、制度改定も行う予定である。 
 
６．経営戦略としての位置付け  教育・学習支援業・50名未満 

客先で研修を提供したりコンサルティングを行なったりする職種であるため、自分たちが商品の一部であり、それぞれの働き方にあった制度

整備をする必要があること、そして、より良いサービスを提供するためにいち早くテレワークを経験し、問題や課題を認識する必要があるこ

との２つの理由で全員テレワークの導入を決めた。このような趣旨を社員に説明し、対話を行うことによって、問題なく制度整備と導入がで

きた。 
 
V.労務管理上の工夫 

１．業務の見える化と長時間残業への対応  サービス業・50〜499名 

WEB システムに始業と就業を打刻、加えてチャットでも始業・就業の報告を行うようにしている。また、業務の成果を日報で報告、業務の

見えるかをしている。月次で 15 時間を超える残業をピックアップし関係者で共有、45 時間を超える残業が連続する場合はその部門長と人事

担当者が面談し、組織としての対応策を相談する仕組みとなっている。 
 
２．組織のエンゲージメントを測定するパルスサーベイの実施 サービス業・50〜499名 

組織のエンゲージメント（仕事の熱意度・自発的行動など）を測定するパルスサーベイ（1 回 3 分程度）を毎月実施、エンゲージメントを短

サイクルでモニタリングし、改善のためのアクションを適宜実施している。加えて、ストレスチェックを年２回実施、各部門が取り組む「組

織改善策」の効果検証に活用している。 
 
３．情報漏洩や就業中の顔出しなどについて労使で検討 情報通信業・1000名以上 

情報漏洩防止などのセキュリティ管理について労使で丁寧に議論を行った。技術的な問題はクリアできるが、利用者の倫理に関わることはル

ール化せざるを得なかった。具体的には、文書持ち出し・印刷禁止などのルール整備、同業他社がいる家庭での情報管理の徹底などであった。

また、業務中の顔出し強制や進捗監視などの意見もあったが、それらは行わないこととした。制度・ルール設計とともに、各職場で理解の浸
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透と議論を進めるよう促した。 
 
VI.その他 

１．ストレスマネジメントに関する産業医講話動画を配信 サービス業・1000名以上 

嘱託産業医に依頼して在宅勤務下のストレスマネジメントに関する 5 分程度の動画を作成、在宅勤務下にある従業員に配信をしている。 
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資料２．産業保健職が課題と考えた事例集（好事例を含む） 

１．部下にオンライン会議の予定を詰め込まれ過ぎてメンタルヘルス不調に陥った例 金融業/保険業・500名 

緊急事態宣言下で急遽在宅勤務（オンライン）を命じられた。この会社では、上司や同僚のスケジュールが部署単位で見える化されていた。

緊急事態宣言前、オフィスで仕事をしていたときには、部下は上司のスケジュールを確認したり、在籍している上司の様子を確認して仕事の

相談をしていた。緊急事態宣言後、在宅勤務が始まったところ、各自それぞれ確認したいことがある部下たちは上司のスケジュールに 15 分

から 30 分間隔でオンラインでの打ち合わせの予定を入れて行った。オフィスに居るときであれば数分で終わった打ち合わせがオンラインで

は予定の時間（15分から 30 分）一杯かかるようになってしまった。部下が予定を入れることができなくなる日も出てきた。そのため、上司

は部下からどんどん予定を入れてしまわれて、日中はオンライン会議や打ち合わせばかりになってしまっていた。自分の仕事を開始するのが

夕方になり深夜が続いた。その後、勤怠が乱れ始めたため、おかしいと思った部下が上司の上司に報告して産業医面談を受けることになった。

本人は、不眠や食欲不振を訴えたため、産業医は精神科の受診を指示した。精神科を受診したところ 1か月間の休職の診断書が出された。 
 
２．フルタイム在宅勤務により上司や同僚の仕事ぶりが見えなくなり不安になりメンタルヘルス不調に陥った例 製造業・1200名 

オンラインによる在宅勤務が推奨され出勤頻度が週に１回程度となっていた。毎朝、オンラインでの朝礼が行われていたが、基本的には仕事

の報告は、終業時のメールベースでリーダーに報告することになっていた。上司とは２週間に１回 30分程度 one on oneのミーティングを行

って仕事の進捗や不安なことを報告していた。現在、一人暮らしであり、オンラインで打ち合わせがある時以外は、特に人と話をすることも

ない。趣味のサークルも現在は休止中で、時々オンラインでミーティングを行っている。最近、自部署のメンバー全員へのメールの頻度が減

っていることが気になるようになった。上司にメールで相談をしてみたが気のせいだと言われている。また、同僚の仕事の進捗が見えないこ

とも気になり始めた。仕事の進捗が遅れていることを気にしたリーダーが、チャットで体調について確認をしたところ、大丈夫との返事がか

えってきたためしばらく様子を見ていた。しかし、仕事の進捗が認められないため、上司が出勤日を合わせてオフィスで面談をしたところ、

元気がなく、不眠や食欲不振を訴えたため、健康管理室に紹介された。 
 
３．在宅勤務場所の制約を緩和することによりメンタルヘルス不調が予防できた例 情報通信業・60名 

東京で単身赴任で、フルタイムでの在宅勤務をしている労働者がストレスを感じていることが分かった。上司がオンラインで面談をしたとこ
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ろ、孤立感を強く感じており、いつもよりも話す量も少なかった。上司は、単身赴任をさせていることに不安を覚えた。原則在宅勤務から原

則出勤に変更することも考えたが、自宅からのリモートワークでも仕事に支障は出ないだろうと判断した。そこで、人事に相談をして、体調

が安定するまで自宅からのリモートワークを許可することにした。自宅に戻った直後は少し業務量を減らして様子を見ていたが、上司との週

に１回の面談で、徐々に体調が改善していることを確認できた。本人としては、体調がもう少し安定して、新型コロナウイルスの感染状況が

改善して原則出勤の体制となったら、単身赴任を再開したいと考えている。 
 
４．在宅勤務ができるスペースが十分に確保できないためにメンタルヘルス不調に陥った例 製造業・520名 

現在、２LDKで家族４人（夫、娘７歳、息子４歳）で暮らしている。この会社でも、緊急事態宣言中にリモートワークが導入された。娘の小

学校が休校になり、息子の保育園も登園自粛を依頼された。この会社ではリモートワークが自宅に限定されているために、仕事のスペースが

確保できずに仕事の進捗に支障をきたしていることをストレスに感じていた。ある日、オンライン会議中に、娘が画面をのぞき込むなどの邪

魔をしてきたため、思わず怒鳴ってしまった。そのことを、他のメンバーがオンラインで見ていた。そのとたんに、本人は泣き出してしまい、

オンライン会議から退席をしてしまった。翌日、本人から体調不良による欠勤の連絡が入った。気なった上司が本人に電話をかけて様子を聞

いてみるとしばらく休みが欲しいとのことであった。上司が産業医に相談したところ、産業医が本人とオンラインで面談をした。その結果、

精神科の受診を勧められ、受診したところ、１か月間の休職の診断書が出された。どのような環境で療養するかは実家も含めて相談をするこ

とになった。 
 
５．リモートワーク時にはメンタルヘルスが安定していたが出勤によりメンタルヘルス不調に陥った例 サービス業・800名 

メンタルヘルス不調からの復職後、勤怠が不安定だった方が、緊急事態宣言（１回目）後に全員リモートワークになったことから、通勤の負

担の軽減や職場での同僚とコミュニケーションを取る頻度が減ったことによりメンタルヘルスの状態が安定し、リモートワーク下では勤怠が

安定した。その後、緊急事態宣言が解除され、出勤が必要となった際に、本人からフルタイム在宅勤務の申し出があったが、人事はその申し

出を受け入れなかった。出勤開始後 5日目、再び勤怠が不安定になり、再休職してしまった。 
 
６．メンタルヘルス研修をオンラインで実施した例 情報通信業・300名 
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緊急事態宣言が発出されたことにより、急遽リモートワークが始まった。最初の１カ月間程度は、試行錯誤しながら仕事をしていたが、管理

職はどのようにオンライン下でマネジメントをしたら良いか苦慮し、部下も孤立感や仕事の報告の仕方、上司や同僚との相談の仕方などに悩

んでいた。管理職、部下双方からコミュニケーションに関する相談が続いたことから、産業保健職の発案により「オンライン下でのコミュニ

ケーション研修会」をオンラインで開催した。オンライン研修の参加者は今までの参加者の２倍になり、地方の支店の管理職なども参加した。

研修後のアンケートでは、対面型よりも参加しやすいとのコメントが寄せられた。 
 
７．在宅勤務者と出勤者の負担のバランスを取った例 製造業・1200名 

緊急事態宣言が発出されたことで、人事、総務、技術などの間接部門については在宅勤務が導入された。一方で、製造ラインについては出勤

を継続する必要があったため、在宅勤務を導入できない状況にあった。これまでは原則、公共交通機関を使った通勤が推奨されていたが、出

勤をしなければならない製造ラインのスタッフに対して自家用車の通勤が認められた。駐車場のスペースには限りがあったため、駐車場は製

造ラインの従業員に対して優先的に配分され、在宅勤務が可能な者が出勤する場合には公共交通機関を使うことになった。このようにして、

在宅勤務ができる者とできない者の負担のバランスを取った。 
 
８．在宅勤務によりアルコール依存症が顕在化した例 製造業・1000名 

緊急事態宣言の発出により、人事、総務、経理などの事務職や、研究開発職は一斉にフルタイムの在宅勤務となった。もともと、γGTP高値

を指摘されていた Aさんは、毎年保健指導を受けていた。保健指導では、毎日１リットル程度ビールを飲んでいると言っていて節酒を勧めら

れていた。この会社では、在宅勤務はアルコール依存症を顕在化させるのではと危惧した産業保健職が、いわゆる「大酒家」（毎日５合以上

なおかつ 10 年以上の飲酒歴を持つ）として把握している従業員に対して、面談をすることにした。その結果、A さんから、昼ご飯を食べる

ときに飲酒をしてしまうとの相談を受けた。日中の飲酒は家族からも止められているが、妻が日中はパートに出ていて、一人でいるためどう

しても飲んでしまうとのことであった。産業保健職が上司に相談をすると、仕事の進捗が遅くなっているとの報告があった。そのため、本人

の同意のもとで上司にも事情を説明して、感染対策を十分に行った上で、A氏には原則出勤してもらうように配慮をしてもらうことになった。

その後、在宅勤務から出勤に切り替えたことにより、日中の飲酒については無くなり、仕事の進捗についても、依然と変わらない状態になっ

た。 
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９．在宅勤務により家族との関係が悪化した例 サービス業・980名 

新型コロナウイルス感染症の流行により、この会社でも在宅勤務が取り入れられ、緊急事態宣言中はほぼフルタイムで在宅勤務となった。も

ともと、休職歴があった Aさんには、定期的に面談をしてフォローをしていた。面談はオンラインで行ったが、安定しているようであった。

ある日、A さんの妻から会社の産業保健職に電話があった。A さんの妻はもともとこの会社に勤務しており、産業保健職とも知り合いであっ

た。その内容は、A さんが怒りっぽくなって困るというものであった。些細なことでけんかが絶えず、A さんがものに当たって、皿が割られ

ることもよくあるとのことであった。先日、ついに手を挙げられそうになったため、恐くなって対応に苦慮して産業保健職に相談があった。

産業保健職と Aさんの面談ではそのような話は全く出ていなかった。その後、会社からは、緊急事態宣言が解除された後も、当分の間は現在

の体制を続けるとのアナウンスがあった。妻から、再び産業保健職に連絡があり、しばらくは妻の実家に戻ることにしたとのことであった。

そのあとの Aさんとの面談では、妻が実家に戻ってしまって生活が不安定になっているとのことであった。産業保健職は、本人の同意を得た

上で、本人のメンタルヘルスの状況を上司と相談して、出勤頻度を引き上げてもらうことにした。その結果、Aさんは産業保健職との面談や

上司との面談を行うなどして徐々にメンタルヘルスが安定していった。 

 

１０．日頃の職場環境改善活動が積極的な感染対策につながった例 製造業・70名 

毎年、ストレスチェック後の集団分析の結果をもとに職場環境改善活動を行っていた。今回、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が広がる

と従業員から職場での感染対策について不安の声があがった。この会社は、従業員規模がそれほど多くなく、テレワークを進める体力がなか

ったため、緊急事態宣言下でも、出勤率を下げながらも、多くの従業員が出勤を継続した。そのため、社長は、出勤を前提とした感染症対策

の提案を従業員に依頼した。例年、ストレスチェック後の職場環境改善活動として、PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルに基づいて活動を

行っていたので、今回の職場内での感染症対策についても従業員の不安軽減の活動としてメンタルヘルス対策と位置付けて行った。話し合い

であがった対策について優先順位をつけて順次対策を行っていた。従業員のニーズベースに感染対策を行うことができたため、比較的コスト

をかけずに、従業員が満足して、安心して勤務できる対策をとることができ、不安の軽減につながった。対策を取り始めた頃に、従業員から

濃厚接触者が出て、社内が動揺することがあったが、対策が行われて以降は、そのようなこともなかった。また、感染対策について従業員間

で話し合いを行ったことで、感染対策に対する従業員の理解も進み、手指衛生、マスクの着用などの個人の予防行動もより徹底することがで
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きたように感じている。産業保健職は、一連の経過の中で、担当者とコミュニケーションをとり、あがってきた対策について専門家の立場か

らアドバイスをした。 
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資料３ 

テレワークを導入、継続していくうえでのメンタルヘルス対策に関する提言（※） 

2021年 3月 

 

１．提言作成の背景 

テレワークの導入により、労働時間等の設定の改善や仕事と生活の調和、障害者や家庭で

介護を必要とする者の労働参画が推進される等、より多様な働き方改革の推進に資するも

のと期待されている。 

 

テレワークは、新型コロナ感染症流行の長期化が想定される中、さらなる実施や継続を余

儀なくされる可能性があるとともに、企業にとっては、経費削減の観点やグローバルな人

材登用のメリットもあって、永続的に取り入れる動きもみられている。今般、わが国では、

コロナウイルス感染症流行下、十分な準備がないままにテレワークが導入され、メンタル

ヘルス不調を含む、課題が浮かび上がってきた。テレワークを持続可能な「働き方」とす

るために、ストレスおよびメンタルヘルス対策に係る課題の整理と対策についてまとめて

おく必要がある。 

 

２．テレワークの動向 

2020 年４月の初回の緊急事態宣言下、わが国の企業におけるテレワークの導入はとくに都

市部で急速に進んだ。平成 29年の総務省の調査は、全国の導入率は 13.9％であったが、2020

年５月に、東京都が都内企業を対象にして行ったテレワーク導入状況に関する調査では、1

カ月で実施企業が急増し６割に上った。 

 

新型コロナウイルス感染症の第 1 波の感染の落ち着きとともに、通常勤務に戻る企業も見

られ、2020 年 10月上旬には、企業の従業員で週に１日でもテレワークをしている人は全体

の 18％という調査結果が出された。とくに、地方や中小の企業では、IT環境の整備が追い

ついていないことなどからテレワークの利用が進んでいないこと、テレワークが、緊急避

難的な導入に限られ、必ずしも継続していないことが伺われた。しかし、感染症の流行状

況によっては、テレワークのさらなる推進が要請されることが予測される。 

 

テレワークの導入が進んでいる事業場、労働者ともに、テレワークの導入をポジティブに

評価している意見がある一方で、テレワークの導入に適応できずメンタルヘルス不調に陥

る労働者が存在することが明らかになってきている。しかし、テレワークがメンタルヘル

ス不調に及ぼす要因については、一定の見解が得られていない。テレワークを導入した状

況を含む環境要因を考慮したうえで、詳細な調査が必要である。 
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３．課題の詳細と提言  

テレワークが増加させるメンタルヘルス不調のリスク 

【テレワークへの適応が困難な労働者】 

新入社員および中途入社の労働者は、テレワークの不用意な導入がメンタルヘルス増悪

要因となる。家庭の事情が、テレワーカーのメンタルヘルスに影響することが示されてい

る。独居の労働者は、精神的な健康度が悪化し、仕事のパフォーマンスが低下する傾向が

ある。個人属性では、管理職も含めて、IT 化に対応できない労働者でのリスクが高いこと

が伺われる。テレワーク（働き方）および働き場所の選択ができないことはストレス増や

満足感の低下につながることが観察されている。 

 

【労働者のメンタルヘルスに影響するテレワークの心理社会的ストレス要因】 

労務管理・業務管理が適切にできていないことによる、長時間労働と関連するパフォー

マンスの低下やメンタルヘルス不調のリスクが指摘されている。労務管理のむつかしさに

よる量的負担の増加には、（仕事場としている）家庭の事情による業務の支障になる、気軽

な相談や報告がしづらい、進捗状況が見えにくいために与える仕事量が分からないなどと

いった労働者側、管理側双方の複雑な要因がある。管理が十分にできないことに対する不

安が「監視するシステム」（いわゆるマイクロマネジメント）につながり、労働者のメンタ

ルヘルス不調やハラスメントにつながる可能性がある。 

孤立は、心身の不調の重大なリスクファクターであり、その対策としてのコミュニケー

ションの活性化は重要である。高い仕事の要求度（量的な負担）、低いコントロール、低い

支援は、テレワークにおいても有意なストレス要因である。 

不十分な環境整備が、テレワーク労働者のストレス要因となっている。「仕事に集中でき

る作業環境を確保できない」ことは、ストレス反応の悪化と関連している。在宅環境に不

備がある状態でテレワークをさせる、もしくは、テレワークを在宅に限定している例では、

いずれも、労働者のメンタルヘルス不調につながりやすいことが観察されている。テレワ

ーク労働者のメンタルヘルスに影響する在宅の作業環境には、テレワークを可能にする機

器およびネット環境等のインフラや人間工学的事項に加えて、家族との関係を含む家庭の

事情も含まれる。 

作業環境管理が関係する筋骨格系や視覚系への身体的な負担はメンタルヘルスに影響す

る。座業の持続による腰痛、情報機器作業による視覚に対する負担等はよく報告されてい

る。アルコール等の依存のリスクが上がる可能性がある。 

テレワークの課題として、労働者の公平性を挙げた事業場は多い。事業場内での公平性

についての課題には、テレワークを実施できる労働者とそうでない労働者の処遇や評価に

関する不公平や不安がある。 

テレワーク導入にあたっての課題を克服するのに、事業者の支障となったものとして費

用（コスト）を挙げた事業場が多い。とくに、企業規模の小さな事業体では課題である。
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労働者や企業の属性によるコロナ禍のテレワーク実施の格差は、労働者の収入や労働時間

の格差（健康の社会的決定要因）にもつながることが指摘されている。 

 

メンタルヘルス不調のリスクに対する好事例と提言 

【適応に困難が予想される労働者への対応】 

新入社員や中途入社社員、在宅での仕事が困難な労働者に配慮している好事例がある。

事業者においては、テレワークに不適応をきたす労働者が存在することを認識し、ケアの

注意喚起、フォロー体制をとるなどの指導を行う必要がある。テレワークの適性の見極め

をする仕組みが必要である。 

個々の労働者の事情に対応・配慮できるように、テレワークへの適応に関連する労働者

の性向や適応を容易にする方策について研究を進めることで、生産性の上がるテレワーク

の導入が期待される。テレワークで生産性が上がる労働者がいる一方で、不適合をきたす

可能性のある属性差（男女差やジェネレーションの差）については、知見が一定しておら

ず、量的な評価に乏しい。テレワーク実施時の復職に関わる研究、雇用形態（正規・非正

規）、外国人労働者のメンタルヘルスに対するテレワークの影響に関する研究は少なく、エ

ビデンスを創っていく必要がある。 

 

【メンタルヘルスに影響する心理社会的ストレス要因に対する対応】 

サテライトオフィス勤務の活用を提示して気分転換を提案した事例、テレワークを行う

場所を自宅に限定せず本人に任せている事例、写真やアンケートを用いてリモートで職場

環境改善を実施した好事例がある。テレワークを労働者が選択できること、主観的な適応

度が高いことは、メンタルヘルスや仕事のパフォーマンスに好影響を与えている。 

労働者が、仕事に集中できる作業環境は、テレワーク推進の基盤となる。事業者におい

ては、労働者が、テレワークを選択できるようにすること、テレワークを肯定的に評価で

きるように支援することが求められる。適性がないからテレワークをさせないということ

ではなく、好ましい環境を整えることができれば、持続可能な制度に繋げられる可能性が

大きくなる。事業者は、テレワーク労働者の課題をヒアリングして把握し、テレワーク職

場の調整ができることが望ましい。産業保健職は、職場巡視の対象として、テレワークの

場（新しい働く場所）の就業環境の把握、調整ができるようになることが求められる。 

 

事業者はテレワーク導入の目的を明確にし、労務管理上のルールを定めていく必要があ

る。ビデオのオン・オフ等をはじめ労務管理の方法は、職場の事情に応じて一概には決め

られない。トップダウンの管理方法では、労働者の不調を招くリスクがあり、職場内・労

使間でよく相談の上、ルールを決定していくようにすることが必要である。 

事業者は、テレワークに関わる課題を、マネジメントの側面としてだけではなく、管理

監督者、労働者のメンタルヘルスに影響する課題と認識し、メンタルヘルス研修にテレワ

35



ーク関連事項を組み込み、管理監督者、労働者ともに支援していく必要がある。 

コミュニケーション活性化に、雑談用のシステムの導入やオンライン上で親睦を深める

イベントの開催により労働者のストレス反応が改善する可能性がある。また、上司や同僚

との顔出しのビデオ通話が、生産性やワーク・エンゲイジメントと関連していることが示

されている。 

テレワークにおいても、代表的な職業性ストレス要因（要求度、コントロール、支援）

が労働者のメンタルヘルスやパフォーマンスと関連している。業務管理による仕事量の調

整（要求度対策）や職場の支援増加対策等、ストレスチェックに基づく職場環境改善は可

能で、事業場においては積極的に活用していくことが求められる。 

一方で、テレワークを行っている労働者の労働態様（労務提供場所）によって、職場環

境は、家庭を含み多様となり、従来の集団分析の単位とする考え方とそぐわない状況が発

生することが考えられる。集団分析およびそれに基づく職場環境改善の実施に当たっては、

テレワークの実施場所を確認し、物理的環境の評価の際に留意する等の工夫が必要になる。

国は、テレワーク労働に関して、ストレスチェック制度における集団分析の指針もしくは

マニュアル等を整備する必要がある。 

 

長時間の座位行動を含む在宅環境が強いる作業姿勢および情報機器作業等が影響する筋

骨格系、視覚系の健康課題に対して、人間工学的な対応とともに、積極的な身体活動の啓

発等を進める必要がある。業務に適した在宅環境の不備是正、テレワーク労働者の好まし

いライフスタイルを維持・促進するための指針が求められる。 

 

テレワーク可能な労働者、不可能な労働者それぞれに、キャリアアップの機会の公平性

を担保しておく必要性が指摘されている。事業者においては、インセンティブの追加等に

よる職場での不公平感をなくすための工夫が求められる。 

テレワーク実施に当たり、就業形態、企業規模を含む社会経済的要因によって発生する

格差是正についての施策が求められる。テレワーク導入の助成を企業規模の小さい事業場

に手厚くする等の政策導入とともに、ミクロ、マクロともにテレワーク可能性に関する格

差是正・均等処遇に努める必要がある。当該事項についてはエビデンスが限られており、

経済学的視点を含めた研究が必要である。 

 

【緊急時対応体制の整備】 

事業者は、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 66 条の８第１項及び第 66 条の 10
第３項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」（令和２年 11 月 19 日付け一部

改正厚生労働省労働基準局長通知）に従い、オンライン下での面接指導の実施に際して緊

急時対応の体制整備を進める必要がある。 
具体的には、オンラインでの面接指導の中で、面接者の希死念慮、自殺企図、自傷他害
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の恐れ等の緊急対応の必要性が生じたときの対応として、面接者保護のために、自宅への

訪問や家族への連絡等を行うこと、以上の対応のため、同居家族の有無および緊急時の連

絡先（家族、かかりつけ医療機関等）を事前に収集することについて同意を得る。さらに、

緊急時の「かかりつけ医療機関」との連携を想定し、従業員の居住地に応じて医療機関を

リスト化しておき、受診勧奨が必要な際に紹介できる体制を整える。また、嘱託産業医が、

事業場外（例：勤務先の診療所や事務所など）からオンラインで面接等を行う場合の緊急

時の対応方法について、常勤の産業保健職や人事労務担当者と事前に打ち合わせをしてお

く。 
 

【まとめ】 

テレワーク実施下での労働者のメンタルヘルス対策を講じるにあたり、労働者の自宅や

家庭の事情等、産業保健の管理の範囲をこれまでの枠組みを超えて考える必要が出てきて

いる。仕事と生活の調和を保てる円滑なテレワークの運用は、正規労働者のみならず、企

業活動に関わるフリーランス等の多様な働き方にも寄与する。中小企業も取り残されない

形で導入が進むことが求められる。各事業場での工夫とともに、未解決の課題について研

究を進めることで、テレワークの導入により可能となる、労働時間等の設定の改善および

仕事と生活の調和の推進といったより多様な働き方改革に資するよう努めていく必要があ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※本提言は、令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

「テレワーク等新しい働き方に対応したストレスおよびメンタルヘルス対策への提言と好

事例集の作成」（20CA2044）の調査結果を基に、文献的情報を加えて策定した。 
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